
(1) 補助内容

法律 □ 条例 □ 規則 □ ■ 要綱 ■

国 □ (　　) 府 □ (　　) □ (　　) 無 ■

国 □ (　　) 府 □ (　　) □ (　　) 無 ■

□ ■ 無 □

有 □ 無 ■

有 □ 無 ■ 有の場合
その理由

(2) ガイドラインにおける基本的視点

1

2

3

4

(3) 補助効果の測定

名　　称 市内拠点投資促進事業

新規補助金概要シート

番　　号 所　　管 経済戦略局立地交流推進部立地推進担当

交付先 市内に拠点を新増設する企業　

交付目的
大阪の成長を支える産業の中核を担う企業の拠点の新増設等を支援し、大
阪の経済活力の維持・雇用機会の創出を図る

事業の概要
企業の市内拠点の新増設にかかる固定資産の取得費用の5％を助成、上限
額500百万円

算定額及び積算
補助対象経費10,000百万円×補助率5%÷2年×2件＝500百万円　(令和７年
度予算算定)

事業開始年度 令和7年度 交付方法 通常払い（補助金額確定後）

根拠規定等 契約・債務負担行為等

法律・条例等の名称

補助率等 ５％

財源の有無 その他( 　　　　　)

本市以外からの直接補助 その他( 　　　　　)

交付先の分類 法人

性質別分類 その他事業補助

終　　期 令和9年度

公　　募 有(提案型) 有(提案型以外)

市民の参画

再補助の有無

基本的視点 説明

「公平性」(他団体や市民との間で公平
であり、交付先が適正に決定されてい
る)

申請者募集の際には、制度適用要件を明示し、一定期間の公募により
実施する。当該公募・対象決定後において予算に余剰がある場合には、
随時追加募集を行う。

効果測定方法
利用件数
　目標値：年間の本事業利用申請件数　４件（令和９年度までの３年間で12
件）

「必要性」(目的・内容に、補助を行うに
足りる公益性が認められる)

企業の市内拠点の新増設に伴う費用の軽減に寄与するもので、厳しい
都市間競争に打ち勝つために必要である。先端的な技術等の実装化・
産業化に資する拠点が市内に立地することにより、市内における投資促
進や雇用創出に寄与するため、公益性が認められる。

「妥当性」(対象経費や金額、補助率が
妥当かつ明確である)

対象経費等を明確にしている。

「有効性」(補助効果があり、他の手法
でなく補助によることが施策目的実現
に最適である)

企業の拠点立地候補地の選定には、自治体におけるインセンティブ制度
の有無は検討材料の一つとなるため、施策目的実現に最適な手法であ
る。


